
ザ １ ／ ５

平成１８ 年 ７ 月 ２７ 目

文京区議会議長 文 識

成澤 廣修 殿 第 叫ζ 号

１８１
７，
２８

収受

文京区立指ヶ谷１」１学校

Ｐ ＴＡ会長 井上 浩一

「文京区立 小・中学校将来 ビジョン （素案）」 についての意見書の提 出に関する要請

拝啓 貴台におか れま しては時下ますます御清祥の段、 お慶び申 し上 げます。 また、 平
素より 本

校をは じめ、文京 区立小学校の ＰＴＡ
活動に格別のご理解 とご支援を賜り、厚く御礼申 し上げます。

さ て、 既 に ご 案 内 の 通 り、
一「文 京 区 立１」、・ 中 学 校 将 来 ビ ジ ョ ン （素 案）」 （以 下 「素 案」 と い う。）

が 本年６月６ 臼の文京 区教膏委員会で決定さ れ、 同年 ６ 月 １５ 目 付区報 により公表
され ま した。 公

表 された 「素案」 は、 在学中の子どもたち はも
とより、 保 護者、 地域住民等に対して極

めて大 きな

心理的影響を与え る具体的な学校の統廃合計画を含むもので あり、 区民生活に直結 し、 区民の 共有

財産 の帰趨を左右 する子 どもたち の教育環境 と学校配置の将 来 ビジョンであります。

そ れにもかかわ らず、 「素案」 に は、 これをな
ぜ今検討 し、 区民に提 示する必要性 がある のか、

そ の理由が十分 かつ客観 的に示されておらず、
「素案」 を公表する 必要性について、 説得 カ

が決 定

的に欠如 して おり、 大 きな疑間を抱 かざる を得ません。 そ のうえ、
「素案」 の学校配置計 画に は、

区民が選択 し得る 比較検討案 が一切示されて おらず、 その独 善
的な性格には強い違和感 を抱か ざる

を 得 ま せん。

この ような 「素案」 が一方的に公表された ことにつ いて、 本校 ＰＴＡ 会 員の多
くから、 行政当局

に対 し公１弍な形で、遺憾の 意を表明 し
「素案」を根本的に練り 直 し改訂す ることを求める ととも に、

以下の意見を提出す べきとの声が目に目に高まって参りま した。

１） ＰＴＡ 活動への 配慮とパブリックコメン トの提出期限の延期

２〕 説明会 の議事録や パブリックコメ ントの公表を公 平に行うルール作り

３） 「素 案」 で一方的 に統合予定と名指 しされた学 校の代表者等を含めた 協議・検討の場 の設置

４１ 学校規模の違 いによる実態に関する ＰＴＡ 会員等へのア ンケー ト調 査の実施

５） ＰＴＡ 会員の過半の 理解が得られな い場合に当該校 の統廃合計画を 決定しない約束等

こ の た め、 本 校 ＰＴＡ で は、 本 年 ７ 月
１９ 日 に、 ＰＴＡ 臨

時 総 会 を 開 催 し、 頁 剣な 討 議 の 上、 煙

山カ文京区長 並びに宮下眞 文京区教 育長宛 に、 別紙の内容 による標記意見書を提出す るこ
と を決議

し、 同年 ７ 月 ２１ 日に、 内容証明郵便書留にて同意見書
を両名 宛送付・提出いたしま した。

つきま して は、 区 民を代表する立場にある文京区議 会
におかれま して も、 本校 ＰＴＡ の 総意であ

ります右意見書の 内容並びに右提出の事実を ご了知頂きたく、 貴 台の格 別の
お取りはか らいを お願

い申 し上げる次 第です。

末筆になりま したが、 貴台並 びに文京区議会の
益々の ご発 展をお祈り申 し上げます。

’
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平成 １８ 年 ７ 月 ２１ 目

文京 区長 煙 山 カ 殿 司 ぐ “ 、札

鰯 １１ 師 １１ 〆
＼

文京区 立指ヶ 谷小学 校ＰＴＡ会員一 同

＼ 尋 ／

ｒ文 京区立小・中学校将采 ビジョ ン （素案）」 につい ての意見書

欝

文京 区立指 ヶ谷１」１学 校は、 大正 ４ 年の創立以来、 度重な る震災や戦災 をく ぐり抜 け、 数多く の児

童、 地域の人
ノマに愛 され、 これまでに多く の優れた人材 を輩出 して きた。 坂の 多い士地柄の文 京区

を象徴 するよ うに、 校庭の 西側士手には通称 「けやき の森」 と呼 ぱれる自然 庭園 があり、 こども時

代に自 然に触 れあうこ とができる身近な場と して卒業 生達の胸 に深く刻まれて いる。 指ヶ 谷小 学校

は、 地域との結 びつき も深く、自 山下商店街の お祭りや自 山神社あ じさい祭りで の管弦楽部の演奏、

地元町 会と協 カ したＰ ＴＡ夕涼み会な どの数多くの 交流が行なわ れている。 各 学年は単学 級で ある

が、
「きらりと光る 個性を 生かす教育」「よい社会 を形 成する人 間をめざ して心 豊かです ぐれた 個性

を持つ 子ど もを育てる 教育」 を目標 に掲 げ、 教職員 と保護者 が協カ して児童一 人一人 に目 が行き届

く きめ 細や かな教育環 境を実現 して いる。 また、 単学 級である がゆえ、 子ど もたち は異学年ともよ

く 遊 び、 ＰＴ Ａが企画 する様々 なイ ペントを通 じて 保護者間 の交流も極めて 盛んで ある。 指ヶ谷小

学校の 主役 は子どもた ちであ るが、 教職員や保護者 も含めて お互い１こ名前 と顔 を覚 え合い、 深い連

帯感に 支え られた学校 環境 が育まれて いる。 昨年 度は、 創立 ９０ 周年の記念 行事を 盛大に挙行 した

と こ ろ であ る。

この ような 歴史と伝 統を有 する本校のＰＴ Ａにおいて は、 現在及 ぴ将来 の本校児 童及び地域社会

等に対 する重 い責任 を踏ま え、 平成 １８ 年 ６ 月 ６ 日 の文京 区教育委員会で 決定され、 ６ 月 １５ 日

付区報 により公表 され た 「文京区立小・中学校将来 ビジョ ン （素 案）」（以下 「素案」 という。） に

関 し、 平成 １８ 年 ７ 月 １９ 日、 ＰＴＡ臨時総会を関催 し、 真剣な討議 の上、 本意見 書を貴職に提出

する ことを決 議 した。 ついて は、 下記に対す る貴職 の誠 実な対応を求 めるものであ る。

な お、これらにつ いて は、小学校夏期休業期間中はＰ ＴＡの連 絡と討議が事実 上困難 となる中 で、

右休業明け には直ち に更なる討 議を行えるよう にす るた め、遅く とも ８ 月 １５ 日まで に文書にて ご

回 答 を いた だく よ う、 特 段 の ご 配 慮 を お 願 い す る。
リ｛
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ｒ素 案」 を 撤 回 し、 練 り 直 す こ と を 強く 求 め る。

ダ

教膏 環境 あるいは 学校配置 の将来ピジョンは、 区民生 活に直結 し、 区民の共有 財産の帰趨を左 右

す る 間 題 を 扱 う も の で あ る。 この た め、 そ の 公 表 は、 在 学 中 の 子 ど もた ち は も と よ り、．保 護 者、 地

域住 民等に対 して極め て大 きな心理的影響を与 え得る。 した
がって、 「素案」 を区 民に提示す る際

には、 なぜ今検討 し、 公表する必要 性があるのか、 その理 由が十分 かつ客観的に 示されていな けれ

ばな らない。 その判 断は、 実際に影 響琶受ける保 護者や地 域住民、 その他の関係 者が十 分に納得で

きるか 否かに よってな される ぺきものであり、 行政
が一 方的に判断 して はならな い。

と ころが、 「素案」 には、 現在深刻化 して いる間題 の所在 を特定 し、 その原 因を分 析 し、 想定 さ

れる 将来見通 しを客観的 に 示 して対策の必要性 を訴え、 いくつ かの代替 比較案 を提示 するという、
「素案」を今検 討 し公 表する必要 性があること を区民 が納得するた めに不可欠な 事項が いずれ も欠

落 して いる。 例え ぱ、 現在、 東京都心部では幼 児や児童 を中心に人 口の都心回帰 が進行 して いる事
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実 が あ る。 従 っ て、 少 なく と も、 こう し た 年
齢 層 の 人 口 が今 後何 年 程 度 増 加 を 続 け、、

そ れ が 鈍 化、

停滞 し、 再 度減少に転 じて現時点の人口を下 回るの
が概ね何年後 なのかという見通 しを示 すことが

不可 欠である。 あるいは 「素案」 には、 「多く の学校 が１」１規模化 している現 状
がある」 との記述が

ある が、具 体的に何が間題なのかは全く示さ れてい ない し、原因の分析も将 来見通
しもない。他方、

２０ 校中 ４ 校 に、 区立小学校全児童の ４３％ （２，８９５ 名
） が集中 し、 この ４ 校の中には指定校変

更制 度を利用 した通学区域の外からの通学者 が、 全児童 数の半
数以上 を占め る学校もあり、 校庭 や

校舎が過 密状態 にあるという間 題が事実 と して ある。 しか し、 「素 案」 はこの問 題には全く 触れな

いばかり か、
「施設設備の整備や校地の拡 大等を 図りな がら教育環 境の確保に努 めていく」 と しな

がら、 ４ 校 への通学児童数の更なる集中化
を進め る統廃合計画 を提示 している。

す なわち、 「素案」 には、 大掛 かりな学 校統 廃合計画 の検討 が今必要な理由 すら、 明確 に示され

てい ない。 しかも、 問題解決のための
計画 案の内容 についても、 考えられる選 択肢を複数提 示 して

区 の有権者で あり学校教育 ユー ザーでもある 区民・当事者の議論に供すると いう本来行われ るべき

方 法はとら ず、指ヶ谷小学校を含む１２ の 小学校 及び ５ つの申学校 の一方 的な統合計画 のみを示 し

て いる。 このような不十分かつ一方的な文 書 のみでは、
文京区の小・中 学校教育の今 後のあり方と

いう重 要な事項について、 責任ある建設的 な議論 を行うことはで きない。

したがって、
「素案」 はひとた び白紙撤 回 し、 なぜ 今検討 し、 公表する必要 性

があ るのか が十分

かつ 客観的に 示さ れた 「改訂素案」 に練り直 すことを求める。 この 「改訂素案」 を区民に 示さない

まま、 文京 区教育委員会 に決議を諮り得る
「文 京区立１」、・中学校 将来ビジョ ン （案）」 を公表 する

こ とは、 行政 と しての説明責任 を果たす意志
が全くないものと受け とめ ざるを得ないので、 強く 反

対 す る。

２． 本校 の児童及ぴＰＴＡ会員に心理的影響 を不当に与 える
「素案」 を一方的 に公表 した行政姿勢

に反省 と謝罪 を求める。

「素案」 の公表は、 将来の廃校が名指 しさ れ た小学校への入学 児童数の減少な
ど、 風評等 による

有形 無形の影 響が在校 児童及びＰＴＡ会員に 及ぷものである。「素案」 では、 本校 の廃校は平 成 ３１

年 頃の予定 となっているが、 統廃合に関する他 校での理解が得られないなど 区側の事情 によ り、 廃

校 の時期 が前倒 しとなる懸念もある。 このよ うな心理的な影響を受けな がら 通学する児童 や、 子ど

もたちを 見守るＰＴＡ会員の心労に対する十 分な配慮 が必要なこ とから、 指ヶ谷１」１学校Ｐ ＴＡは昨

年 １０ 月 以来、 その一方的な公表に反対 してきた。 今般、 本校ＰＴ Ａに
対 して何の椙 談もなく一方

的に 「素案」 が公表されたことは、 誠に遺憾で あり、 様々 な心理 的影響を不当に与 えられた本校の

児童 及びＰＴ Ａ会 員に対 して、 この ことに ついての 貴職の反省 と謝罪を求める。

３． ＰＴＡ活動へ の配慮を著しく欠いた巳程
を設定 した行政姿勢 に反省と謝罪 を求める。 また、 パ

プリックコ メン トの提出期限を ９ 月末 に延期 し、 同期限までに提出さ れたパプリ ックコメ ン トを

一括 して集 約、 公表する ことを強く求 める。

本年 ６ 月 ６ 日の文京区教育委員会への ｒ素案」 の報告後、 本校での
ｒ素 案」 説明会の 開催日程

を夏休 みに入る直前の７月 １９ 日に設定 したと の一方的な通告があった。 しか も、
「素案」 に対す

るパ ブリ ックコメ ントの提出期限は、ＰＴＡ活 動の困難な学
校夏期休業中の ８ 月 ２１ 日に一方的に

設 定された。 これらのことは、 本校のＰ
ＴＡ 活動への配 慮を著 しく 欠き、 ある いは結果的にこ れを

妨 げるものと も受け取れ、 誠に遺憾で ある。 この点に ついて も、 貴 職の反省と謝罪 を求める。

上記の事態 に問題を感 じた本校ＰＴＡの 申 し出 によ り、６ 月 ２５ 日に本校に おいて臨 時の説明会

が開催された ことについては評価する。 しか し、 右説明会における本校ＰＴＡ会 員等からの真剣な

質間に対 して、 回答や説明は不十分であり、
後 巳文書にて具体的な質間事項を 提示する必要 が生 じ
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た。 この ため、 ６ 月 ３０ 日に本校ＰＴＡ会長 名の文書 にて具体的な質 間事項 を提示 し、 ７ 月 １１ 日

及び １３ 日 に担当職員から文書で回答 及びデータ資 料を得た。 しか しなが ら、 これらの回答やデー

タ資 料を夏 休み前までの僅かな期闇に 本校ＰＴＡ会 員に行き渡らせ、 討議 し、 評価 を行うことや追

加の 資料要求 をまとめ上 げることは不 可能である。 ま た、 これらの作業を夏 休み休業 期間中に行う

こと は、 Ｐ ＴＡ活動 が困難ななかで、 極めて 非効率で 生産性の低い作 業 を強い られるこ ととなる。

したがって、 ８ 月 ２１ 日のパブリ ックコメ ン トの提出期限は９月末ま で延 期すること を求 める。

な お、 ８ 月 ２１ 目をパ ブリックコメン トの第１ 次集 約期限と し、 それ以降 に追加 のコメン トを 集約

する という 提案については、 かかる事 態を引き起 こ した原因が本校ＰＴＡ にある のではなく、 夏季

休業 期間 を 事前 に知りな がらこのよ うな 日程 を一 方的に 設定 した貴 職及 び貴 配下 の職員の 配慮不

足に あるこ とが明らかであり、 受 け入 れるこ とはできな い。 あくまで も、 ９ 月 末までに提出さ れた

パ ブリック コメ ントを一括 して集約、 公表す るよう に、 特段の配慮をお願 いす る。

４． 区民及
ぴ学校関係 者への 「素案」 の説 明会で の参加者からの意見 と文 京 区職員 の回 答について

は、 最大限 正確 な議事録に取りまとめて 公表 （区報あるい はイ ンタ ーネッ トウェ ブサイ ト等で の公

表。 文京 区教育 委員会等で の配付資 料も 含む。 以下同 じ。） すること。 ま た、 当該 議事録、 並 びに

パ ブリック コメ ン ト及び区民からの質 問、 これ らに対 する区の回答 を公表す る場 合には、 区
が一方

的、 作為的 に公表を 行い、 結果的 に情 報操作 となる ことがないように、 事前 にル ールを定めて 公表

する ことを 強く 求める。
「素案」 説明 会での参加者の意見と文 京区職員の回 答をとりま とめた議 事録、 並びに文書 （葉書

を含 む。 以 下同 じ）、 又は Ｅ メ ールで 区民か ら寄せられた パブリック コメ ン ト及び質問の公 表につ

いて は、 こ れら を全て 公平に扱う ことを基本 と し、 区 にとって都合 が悪 いコメ ン トや質 問を作為的

に排 除・加 工す るようなことがないよう にすること。 右議事録について、 漏 れがあ るなどの指摘を

区 民等か ら文書、 又 は Ｅ メールで受けた揚 合には、 当 該指摘を公表す ること。 また、 これ弓に対す

る 区の回答 は全て 公表することとし、 この回答 に対 して 文書、 または Ｅメ ー ルで区 民から意見が寄

せ られた場 合 も同様の扱いとす ること。文 書、または Ｅ メールによらない パブリ ックコメ ント等は、

公表 しない こ と。 並びに、 これらのル ールを事 前に定めて、 遭切な手 法で公 表す ることを強く求め

る 。

哉

５． 本件に 関す る今後の検討のプロセ スにおいて は、 新たに、 あるいはこ れま での教育改革 区民会

議 を拡大 し、 「素 案」 で一方的に統合 予定 と名指 しされた学校の代 表者等 を含 めた協議 ・検討の揚

を 設置 して、 本件 による影響を直接受 ける小・中 学校の利用者である児 童・生 徒及 ぴ保護 者等の切

実 な視点 を適切 に反映 した協議・検討 を進め ることを 強く 求める。

今回の 「素案」 は、 １． に記述 した と おり、 問題の所在の特定、 その原 因分析、 想定される 将来

見 通 しとい う 基本的前提が欠落 して おり、 かつ、 者 えられる選 択肢を複数提 示す るという常識 にも

欠 けてい る。 これらの点からも明らかなよ うに、 文 京区教育改革区民会議 の議論 等を特に参者 に し

な がら進 める これまで の文京区の手法で は、 実際に影 響を受ける児童・ 生徒 や 保護者、 地 域住民、

そ の他 の関 係 者が十 分に納得 できる必 要性 を十 分か つ客観的 に示す こと は困 難で あると考 えら れ

る
。

「素案」 のような形で、 今後 も一方的 に統合予定 校と名指 しされ続ける ことで、 児童・生 徒及び

保 護者、 さ らにこれか ら学齢期を迎え る幼児 及び保護 者等への心理的影 響 が益々 悪化す ることは、

ゆ ゆ しき 間題 である。 このため、 「素 案」 で一方 的に統合予 定と名 指 しさ れた 学校等 の代表者等 を

含 めた協議 ・ 検討の場を設置 して、 本件 による影響 を直接受ける１」１・中学校 の利用 者である 児童・

生 徒及 び保 護者 等の切 実な視点を適切 に反 映 した協議・検討を進 めること が、 今 後は必要不可 欠で




